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株主優待制度の導入（新設）に関するお知らせ 

 

当社は 2026 年 2 月 18 日開催の取締役会において、株主優待制度を導入することを決議しましたので、  

お知らせいたします。 

 

記 

 

1.株主優待制度の導入の目的 

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題として認識しており、株主還元策について検討を

進めてまいりました。この度、より多くの皆様に当社株式を保有していただきたくことを目的として、 

株主優待制度を導入することといたしました。 

当社といたしましては、株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、本優待制度により当社

株式の市場における認知度向上につながることを期待しております。 

 

2.株主優待制度の概要 

（1）対象となる株主様 

   初回基準日を 2026 年 3 月末日として、以降は毎年 3 月末日を基準日とし、当社株主名簿に記載  

または記録された株主様のうち、当社株式 100 株（1 単元）以上を保有されている株主様を対象と  

いたします。なお、保有期間に関する条件はございません。 

 

（2）株主優待の内容 

   対象となる株主様に対して、保有株数に応じたＱＵＯカードを贈呈いたします。 

基準日 
保有株式数と優待内容 

100 株以上 500株未満 500 株以上 1,000 株未満 1,000株以上 

毎年 3月末時点 
ＱＵＯカード 

3,000円分 

ＱＵＯカード 

5,000円分 

ＱＵＯカード 

10,000 円分 

 

（3）贈呈時期 

   毎年 6月下旬に開催予定の定時株主総会終了後、関係書類に同封して発送することを予定しており

ます。 

 

3.その他 
 本優待制度の内容に変更が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。 

 

 

以上 


